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     「Cyber Port（サイバーポート）の運用開始」及び 

     「Cyber Port 利用促進・運用効率化実証事業」について 

 

 標記につきまして、今般、国土交通省港湾局は、「Cyber Port（サイバーポ

ート）の運用開始」及び「Cyber Port 利用促進・運用効率化実証事業」につ

いて公表致しました。 

 あわせて、別添のとおり「『Cyber Port 利用促進・運用効率化実証事業』

に関する周知について」の周知依頼がありました。これらの概要は下記のと

おりです。 

 つきましては、お手数をおかけ致しますが、「公募要領」別紙１をご参考

に、貴会傘下・貴部会傘下の関係事業者にこの旨ご周知くださるようよろし

くお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．Cyber Port の運用開始について 

  国土交通省では、民間事業者間の港湾物流手続を電子化することで業務

を効率化し、港湾物流全体の生産性向上を図る「港湾関連データ連携基盤」

の構築を進めてきましたが、今般、同基盤の名称を「Cyber Port（サイバ

ーポート）」とし、令和３年４月１日より第一次運用を開始します。 

  これに先立ち、各種情報を掲載したポータルサイトを開設しました。ま

た、利用申請は同ポータルサイトにおいて受付を開始。 

 ※ ポータルサイト URL：https://www.cyber-port.net 

 

２．「Cyber Port 利用促進・運用効率化実証事業」の公募について 

  国土交通省港湾局では、Cyber Port の動作性や利用効果を検証すると

https://www.cyber-port.net/


ともに、港湾物流に関わる手続効率化や商慣習改善といった先導的な取組

を後押しするため、「Cyber Port 利用促進・運用効率化実証事業」を実施・

公募致します。応募期間は、令和３年３月１２日（金）～５月３１日（月）

となっております。（詳細は「公募要領」をご参照ください。） 

 ※ 実証事業公表 URL：https://www.mlit.go.jp/report/press/port01_h

h_000234.html 

  （「応募書類」についてはホームページより取得してください。） 

 

  また、令和３年４月８日（木）及び１３日（火）に Microsoft Teams を

利用した Cyber Port 及び公募要領に関する Web 説明会が開催されます。 

 ※ Web 説明会申込 URL：https://forms.office.com/Pages/ResponsePag

e.aspx?id=AGK4J4t6pk-HGmkLPpFanoyWO8ve7uNAjI9zdBB5WbFUMkpNWlE5V

kpNSDg1WE1VU1lOWVhGRjNJWS4u 

 

 ○ 開催日時 

  令和３年４月  ８日（木）  第１回  13:00～15:00 

  令和３年４月１３日（火）  第２回  13:00～15:00 

 

 ○ 参加可能人数 

  各回ともに、Microsoft Teams の仕様上、説明者含め最大 300 名まで  

  参加を希望する企業毎に５名まで 

  （参加をご希望される方はお早めにご応募ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写）特別会員 
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事 務 連 絡
令和３年３月１２日

一般社団法人日本港運協会 御中

国土交通省港湾局計画課

「Cyber Port 利用促進・運用効率化実証事業」に関する周知について

平素より、港湾の電子化施策へのご協力を賜り誠にありがとうございます。
国土交通省港湾局では、民間事業者間の港湾物流手続を電子化することで業

務を効率化し、港湾物流の生産性向上を図る「Cyber Port」の第一次運用を 4
月 1日に開始します。
今般、第一次運用開始にあたり、Cyber Port の動作性や利用効果を検証する

とともに、港湾物流に関わる手続効率化や商慣習改善といった先導的な取組を
後押しする「Cyber Port 利用促進・運用効率化実証事業」について、公募を開
始します。
国土交通省港湾局としては、本実証事業にご参加いただく事業者様にご協力

頂くことで、様々な検証を行うとともに、Cyber Port の機能改善及び利用促進
を図り、港湾の電子化を推進して参りたいと考えておりますので、貴協会から
会員企業様に対し、積極的な周知及び参加の働きかけを行っていただきますよ
う、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、本実証事業の詳細につきましては、添付するプレス資料、公募要領及

び応募書類に記載しておりますのでご参照ください。

今後とも、港湾の電子化施策を含めました港湾行政へのご理解、ご協力のほ
ど、何卒宜しくお願い致します。

以上



 

令 和 ３ 年 ３ 月 １ ２ 日 

港 湾 局 計 画 課 

 

Cyber Port（サイバーポート）の運用を４月 1 日から開始します 
 

 

今般、運用を開始する Cyber Port については、以下の通りです（詳細は別紙１）。 

 

○ 名 称： Cyber Port（サイバーポート）（現 港湾関連データ連携基盤） 

 

○ ロ ゴ マ ー ク：  

  （詳細は別紙２） 

 

○ 運用開始日時： 令和３年４月１日（木）１４：００ 

 

○ ポ ー タ ル サ イ ト： 詳細は別紙３   

 

URL ：  https://www.cyber-port.net  

内容： 

 ・Cyber Port の概要 

 ・利用申請 

 ・各種資料 

 ・問合せ・ご意見 等 

 

○ Cyber Port 利用予定企業※２： 詳細は別紙４ 

 

株式会社石川組、井本商運株式会社、エムエスシージャパン、オーシャンネットワークエクスプレ

スジャパン株式会社、Orient Overseas Container Line Limited.、株式会社クボタ、山九株式会

社、鈴与海運株式会社、双日株式会社、内外日東株式会社、日産自動車株式会社、日本通運株式会

社、三井倉庫株式会社、株式会社ユニエックス NCT 

  
※１ 令和３年４月時点では、一部の機能の運用を開始していないため、「第一次運用」としています。 

※２ 令和３年４月１日時点。今後、随時、利用の拡大を図ってまいります。 

   

    

【問い合わせ先】 

国土交通省 港湾局 計画課 企画室 藤原、中沢  

     電話：03-5253-8111（内線 46347、46336） 

 直通：03-5253-8670  FAX：03-5253-1650  

       メールアドレス：fujiwara-h2wx@mlit.go.jp、nakazawa-y2zm@mlit.go.jp 

国土交通省港湾局では、民間事業者間の港湾物流手続を電子化することで業務を

効率化し、港湾物流全体の生産性向上を図る「港湾関連データ連携基盤」の構築を

進めてきたところですが、今般、同基盤の名称を「Cyber Port（サイバーポート）」

とし、あわせてロゴマークを決定致しました。 

また、Cyber Port について令和３年４月１日より第一次運用 ※ １を開始することと

し、運用開始に先立ち、各種情報を掲載したポータルサイトを３月１２日に開設致

します。  



Cyber Port（サイバーポート）は、紙、電話、メール等で行われている民間事業者間の港湾物流
手続を電子化することで業務を効率化し、港湾物流全体の生産性向上を図ることを目的とした

プラットフォームです。

別紙１

港湾物流手続は、各社のグループ内や特定の事業者間での電子化は進んでいるものの、港湾物流に関わ
るいずれの業種においても、約５割の手続が依然として紙、電話、メール等で行われているのが現状です。
このため、紙やPDFの情報を電子化するための再入力作業や、情報や手続状況の電話問い合わせなど、
非効率な作業が発生しています。
また、同様の手続でも事業者毎に書類様式・項目や接続方法が異なるため、これらに個々に対応する必要
が生じています。

港湾物流手続の電子化
民間事業者間において紙、電話、メール等により行われている港湾物流手続が電子化され、書類の作
成・送信、データの取得・再入力、問い合わせ等に要する時間が削減できます。また、事業者間で異なる
書類様式・項目や接続方法への対応が不要となることで、システム改修費用が節減できます。

手続のトレーサビリティ確保
民間事業者間の港湾物流手続の進捗状況が可視化されます。また、従来よりも早いタイミングでのデー
タ取得、関係者共有が可能となり、手続の待ち時間短縮による業務の効率化や顧客へのサービス向上が
可能となります。

各社の事情に応じた利用方法の提供
各社の事情に応じて、①各社のシステムを通してCyber Portを操作する方法（情報連携API）と、②イン
ターネット上のCyber Portの画面（GUI）を直接操作する方法の２通りの利用方法が選択できます。これに
より、各社のこれまでのシステムへの投資を無駄にせずCyber Portが利用できるとともに、在宅での物流
業務が可能となり、ウィズコロナ時代に対応した業務環境が実現します。

様々なシステムやプラットフォームとの連携
Cyber Portを通してNACCSの手続を行うことが可能となれば、港湾物流手続と税関手続のワンストップ
化が可能となります。また、様々なプラットフォームとの連携により、更なる業務の効率化が期待できます。

データの提供・活用
Cyber Portの集計データを活用することにより、港湾物流業務の効率化等が期待できます。また新たな
港湾政策・物流政策の立案にも役立てていきます。
※第一次運用を開始する令和３年４月時点では「データ提供・活用機能」は運用していません。今後、実装に向け取り組んでいきます。

Cyber Port とは

※今後、港湾に関わる各種行政手続情報の電子化（港湾管理分野）や施設情報等の電子化（港湾インフラ分野）も進める予定です。

Cyber Portの特長とメリット

2｜

3｜

4｜

5｜

Cyber Portの利用方法等
Cyber Portのポータルサイト（https://www.cyber-port.net）からの利用申請が必要です。
第一次運用開始後、当面の間は、Cyber Portの利用料金は無料です。

現状の港湾物流手続における課題

1｜



Cyber Portのロゴマーク
別紙２

陸・海・港湾の３空間を空から見たイメージと、これからここに根付くCyber Portを図形化

タイポグラフィ：すこし未来感を持たせつつも、硬くなりすぎず親しみのあるフォントデザイン

【パターン１】

【パターン２】

ＴＭ

マーク：港湾の俯瞰イメージを面構成でドラスティックにシンボル化



ポータルサイト

Cyber PortとCONPASについての基本情報掲載、利用申請手続、問い合わせ受付などの機
能を備えたポータルサイトを３月１２日１４時に開設します。

別紙３

１．概要

港湾物流に関する現状の課題や
Cyber Port 及びCONPASの特長・
導入メリットなどを紹介。

ポータルサイトの主な機能

２．利用申請
Cyber Port及びCONPASの利用申
請手続が可能。
（３月１２日１４時から可能になります）

３．各種資料
Cyber Port及びCONPASに関する各
種説明資料を掲載。
※内容は順次充実させていく予定

４．サインイン
Cyber Port 及びCONPASのサインイ
ンが可能。

５．問合せ・ご意見
Cyber Port 及びCONPASの利用方

法等に関する問い合わせや、利用者
からの機能改善に関するご意見等を
受け付け。

6. Q&A
Cyber Port及びCONPASに関し、
よくいただくご質問と回答を掲載。

ポータルサイトURL
（https://www.cyber-port.net）



Cyber Port 利用予定企業
別紙４

※五十音順
※令和3年4月時点でCyber Portを利用予定の企業を掲載
※Cyber Portの一部機能のみを利用する企業も含まれる



○ 港湾物流手続の電子化を図るCyber Portと搬入情報の事前照合等を行うCONPASにより、港湾物流業務の

効率化とコンテナターミナルのゲート前混雑の解消等を図り、港湾物流全体の生産性向上を目指す。

PSカード

予約制度の導入によりトレーラー
到着時間を平準化

PSカードタッチ処理により
ゲート処理時間を短縮

ターミナルゲート

ゲート前

●Cyber Port （現 港湾関連データ連携基盤）

荷主 陸運 ＣＴ 税関

S/I 船腹予約
空PUO

I/V P/L

・・・海貨 船会社 海貨 海貨 通関

許可申請

NACCS

搬入票

CONPAS

将来〔Cyber PortとＣＯＮＰＡＳの連携（イメージ）〕

●ＣＯＮＰＡＳ（Container Fast Pass）

Ｃｙｂｅｒ Ｐｏｒｔ（サイバーポート）とＣＯＮＰＡＳ（コンパス）について

デジタル情報の連携

＜業種毎の情報伝達手法＞

8.9%

29.4%60.6%

1.2%
荷主

13.5%

25.5%60.5%

0.4% 海貨

38.4%

20.6%

39.9%

1.1% 外航船社

30.2%

19.8%

47.5%

2.4%
陸運

現状

参考

Cyber Port CONPAS

==
==
==
==

・紙媒体の搬入票のため、対面等での非効率
な作業が残る。

・Cyber Portによる手続の電子化とCONPAS
の活用により、港湾物流手続の効率化と遠
隔・非接触化が可能となる。

＜搬入票の例＞
・紙・電話、メール等での情報伝達のため、

データの再入力が生じる。

Cyber Portで電子化した搬入情報と、
ターミナル保有情報とをCONPASで事
前照合し、ゲート処理時間を短縮

・Cyber Portは、令和３年4月
1日から、全国で第一次運用
を開始

®

・CONPASは、令和３年4月1日
から、横浜港南本牧において
本格運用を開始



 

令 和 ３ 年 ３ 月 １ ２ 日 

港 湾 局 計 画 課 

 

 

「Cyber Port 利用促進・運用効率化実証事業」の公募を開始します 
 

 

港湾物流手続には、様々な事業種別の民間事業者が多く携わり、かつ多様な手続パタ

ーンが存在するとともに、民間事業者毎に自社の物流業務システムを有している場合も

あることから、Cyber Port とこれら物流業務システムとを API により連携させた際に、

（ⅰ）手続パターン毎に関係事業者間でのデータ連携が可能か、（ⅱ）Cyber Port が実

務環境において円滑に利用できるか等について確認する必要があります。また、Cyber 

Port のさらなる利用促進や機能改善方策の検討のため、Cyber Port の利用効果について

も検証を行う必要があります。さらに、Cyber Port の導入を契機とし、港湾物流に係る

手続効率化や商慣習改善といった先導的な取組につながることも期待されることから、

これらについても広く提案を募り、実施と効果検証を行う必要があります。 

以上を踏まえ、国土交通省港湾局では、参加者を公募し、「Cyber Port 利用促進・運

用効率化実証事業」を実施します。 

詳細な事業概要や応募要件等については公募要領（別紙）をご参照ください。 

 

記 

 

実施スケジュール 

 

 

【問い合わせ先】 

国土交通省 港湾局 計画課 企画室 藤原、榎川  

     電話：03-5253-8111（内線 46347、46343） 

 直通：03-5253-8670  FAX：03-5253-1650  

       メールアドレス：fujiwara-h2wx@mlit.go.jp、enokawa-t83ab@mlit.go.jp 

時期 内容 

3 月 12 日 公募開始 

5 月 31 日 応募書類提出締切り 

6 月中旬 参加者の決定・公表 

6 月中旬～7 月中旬 参加者と実施主体間の契約・調整手続 

7 月中旬～9 月中旬 参加者のシステム改修 

9 月中旬～令和 4 年 2 月 実証の実施 

国土交通省港湾局では、民間事業者間の港湾物流手続を電子化することで業務を

効率化し、港湾物流の生産性向上を図る「Cyber Port」の第一次運用を 4 月 1 日に

開始します。 

今般、第一次運用開始にあたり、Cyber Port の動作性や利用効果を検証するとと

もに、港湾物流に関わる手続効率化や商慣習改善といった先導的な取組を後押しす

る「Cyber Port 利用促進・運用効率化実証事業」について、公募を開始します。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyber Port 利用促進・運用効率化実証事業 

公募要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省港湾局 

令和３年３月 
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I. 事業概要 .............................................................................................................................................................3 

１． 背景・目的 ....................................................................................................................................................3 
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I. 事業概要 

１． 背景・目的 

現状、民間事業者間の港湾物流手続においては、依然として約５割が紙、電話、メール等で行わ

れており、紙や PDF の情報を電子化するための再入力作業や、情報や手続状況の電話問い合わせ

など、非効率な作業が発生している。 

こうした状況を踏まえ、内閣官房 IT 総合戦略室と国土交通省港湾局は、港湾物流手続等の電子

化を図る港湾関連データ連携基盤「Cyber Port（サイバーポート）」（以下、「Cyber Port」という。）を令

和２年末までに構築し、令和３年１月以降、数社の民間事業者の協力の下、Cyber Port と民間事業

者の自社システム（以下、「物流業務システム」という。）とをデータ連携させる API※連携機能及び

Cyber Port が用意する直接入力画面（GUI※）のテストを終え、令和３年４月からシステム稼働を予定

している。 

他方、港湾物流手続には、様々な事業種別の民間事業者が多く携わり、かつ多様な手続パターン

が存在するとともに、民間事業者毎に自社の物流業務システムを有している場合もあることから、

Cyber Port とこれら物流業務システムとを API により連携させた際に、（ⅰ）手続パターン毎に関係事

業者間でのデータ連携が可能か、（ⅱ）Cyber Port が実務環境において円滑に利用できるか等につ

いて確認する必要がある。 

また、Cyber Port のさらなる利用促進や機能改善方策の検討のため、Cyber Port の利用効果につ

いても検証を行う必要がある。 

さらに、Cyber Port の導入を契機とし、港湾物流に係る手続効率化や商慣習改善といった先導的

な取組につながることも期待されることから、これらについても広く提案を募り、実施と効果検証を行

うことが求められる。 

以上を踏まえ、国土交通省港湾局は、参加者を公募し、「Cyber Port 利用促進・運用効率化実証

事業」（以下、本事業という。）を実施する。 
※ API（Application Programming Interface）：データのやりとりを通じて他システムの情報や機能等を利用するための仕組み 

※ GUI（Graphical User Interface）：利用者がマウスやキーボード等で直接入力する仕組み   
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２． 実施スキーム 

本事業では、応募者の応募内容を有識者委員会において評価し、評価内容を踏まえ、国土交通

省が参加者を選定する。選定された参加者は、国土交通省の「港湾関連データ連携基盤の政策推

進に係る課題検討業務」の受託者（以下、「実施主体」という。）の支援のもと本事業を実施する。また、

参加者が本事業を実施するために拠出することとなる費用については、実施主体が、参加者との契

約に基づき、その一部を負担することを予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本事業の実施スキームの概要 

 

 

３． 事業スケジュール 

本事業に係るスケジュールは、以下の通り予定している。ただし、実証の実施期間は、参加者と個

別に調整の上、決定するものとする。 

 

表１ 本事業のスケジュール 

 

※ 応募者数や応募者から提出された見積額の総額に応じて、２次公募を行う 可能性がある。 

  

時期 内容 

3 月 12 日 公募開始 

5 月 31 日 応募書類提出締切り 

6 月上旬 有識者委員会 

6 月中旬 参加者の決定・公表 

6 月中旬～7 月中旬 参加者と実施主体間の契約・調整手続 

7 月中旬～9 月中旬 参加者のシステム改修 

9 月中旬～令和４年 2 月 実証の実施 
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４． 実証における実施・検証内容 

 Cyber Port と参加者の物流業務システムとを API 連携させ、以下に示す動作性等の検証を行うこと

を予定している。 

 

 ４．１  データ連携の際の動作性検証・効果検証(全参加者が実施) 

（１） 動作性検証 

テスト環境において、過去の実務データ（又は一部匿名加工した実務データ）等を用いて様々

な手続パターンを再現し、手続パターン毎に関係事業者間で円滑にデータ連携できるか、後続

業務においてデータ利活用ができるか等について検証する。 

（２） 効果検証 

動作性検証と並行し、Cyber Port を利用しない場合、利用した場合のそれぞれについて、港

湾物流手続におけるデータの取得・再入力や書類の作成・送信等に要する時間を計測し、時間

削減効果等を検証する 

※ 具体的な動作性検証及び効果検証の方法は、参加者選定後、事業主体から情報提供する。

また、その他の効果検証事項については、参加者からの提案を募り、事業主体と調整の上、

決定する。 

 

 ４．２  Cyber Port の運用可能性検証・効果検証（全参加者が実施※） 

（１） 運用可能性検証 

実務環境（現実の取引）において Cyber Port を利用し、実務レベルでの使い勝手等の運用可

能性を検証する。 

（２） 効果検証 

効果検証事項については、参加者からの提案を募り、事業主体と調整の上、決定する。 

※ 連携相手がいないなど、実施が困難な場合は個別に調整するものとする。 

 

 ４．３  港湾物流に係る先導的な取組の提案と実施・効果検証（提案した参加者のみ） 

港湾物流に係る手続の効率化や商慣習の改善といった先導的な取組について、参加者が提

案し、その効果を検証する。なお、実施内容及び検証方法については、事業主体と調整の上、決

定する。 
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５． 実証における役割分担 

事業主体と参加者の役割分担を以下の通りとする。 

 

表２ 実証における役割分担 

段階 事業主体 参加者  

選定 ・公募 

・応募に係る問い合わせ対応 

・参加者の選定 

・応募書類の作成 

 

準備 ・参加者との個別調整 
※システムの改修に係る技術的支援、検証事項の

調整等 

・見積書の精査 

・参加者との契約（実施主体） 

・実証実施に向けた工程管理 

・事業主体との実証実施方法の調整 

・見積書の作成 

・実施主体との契約 

・物流業務システムの改修 

 

実施 ・検証作業に係る参加者への支援 ・４．１動作性検証の実施及び効果検証に

係る計測（時間削減効果）等の実施 

☆４．１効果検証（その他検証事項）に係る

計測等の実施 

・４．２運用可能性検証の実施 

☆４．２効果検証に係る計測等の実施 

☆４．３先導的な取組の実施及び効果検証

に係る計測等の実施 

検証 ・検証の実施（情報分析、課題の整理） 

・検証結果のとりまとめ 

・検証に必要な情報提供 

 

※ ☆は、提案事項であり任意の内容 
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６． 費用負担 

参加者に対して事業主体が負担する費用は、下表に例示するもののうち、国土交通省が認めるも

のとする。また、負担費用に関して実施主体と参加者との間で契約を締結し、本事業完了後（令和４

年３月）に支払い手続を行うものとする。 

 

表３ 実証における費用負担の例示 

段階 項目 内容 事業主体の 

負担割合     

（備考） 

準備 Cyber Port と物

流業務システム

との連携に必要

な費用 

 

要件定義に係る費用  

 

 

 

 

4/5 以内※7 

 

 

 

設計費用※1  

開発費用※2  

テスト費用※3  

移行費用※4  

その他 Cyber Port との連携に必要

な費用※5 

 

実施・

検証 

各 種 検 証 の 実

施に必要な費用 

各種検証の実施に必要な人件費※6 

（効果検証に必要な計測及び事業

主体に提供する情報作成等に必要

な人件費を含む） 

 

(100 万円以内) 

 
 ※1  システム改修に際し、開発に関する設計書の作成に要する費用 

 ※2  システム改修に際し、システムのプログラミング、パラメータ設定等によるシステムの開発（単体テ

ストを含む）に要する費用 

 ※3  システム改修に際し、開発するシステムの結合テスト、総合テスト及び受入テストに要する費用 

 ※4  システム改修に際し、システム移行及びデータ移行に要する費用 

 ※5  物流業務システム自体の新規調達や、Cyber Port との連携以外の目的を含んだシステム改修に

係る費用は対象としない。また、Cyber Port との連携のために生じるシステムの運用・保守に要す

る経常的な費用は対象としない。 

 ※6  運用可能性検証など、参加者が実務環境（通常の業務）において実施する検証に要する人件費

は対象としない。 

 ※7  応募者多数につき、参加者から提出された見積額の総額が国土交通省が想定する予算額を超え

る場合には、応募内容に基づき優先順位をつけた上で負担費用を決定する。 
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II. 応募要件 

応募者は、以下の（１）～（３）の要件を満たす者とする。 

 

（１） 以下に示す①～③のいずれかに該当する者 

① 国際海上コンテナ物流業務に携わる民間事業者（別紙１参照） 

※ API 連携での参加ができること 

② 国際海上コンテナ物流業務に携わる民間事業者から構成される共同事業体 

※ 共同事業体を構成する事業者のうち、最低１社は API 連携で参加できること 

③ 物流業務システムを開発する民間事業者※であって、国際海上コンテナ物流業務に携わる民

間事業者を本事業に参加させられる者 

※ 令和３年３月時点で、商用として稼働実績を有する物流業務システムを、物流事業者に対

し提供している民間事業者であること 

 

（２） 本事業に対し、効果検証に必要な情報提供その他の協力ができること 

 

（３） 本事業を令和４年２月までに完了できること 

  

ただし、応募者及び応募者の関係者がイからトまでのいずれかに該当する場合は対象外となる。

また、応募者の物流業務システムの改修を受注する者（以下「受注者」という。）が、イからへまで

のいずれかに該当する場合も対象外となる（選定後に判明した場合も対象外となる）。 
イ) 役員等（応募者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又

はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）

が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴

力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると

認められるとき。 

ロ) 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が

経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ) 役員等が、自己、自社若しくは有識者の不正の利益を図る目的又は有識者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

ホ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

ヘ) 下請け契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当すること

を知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト) 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方として

いた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、国が応募者に対して当該契約の解除を求め、応

募者がこれに従わなかったとき。 
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III. 応募手続 

１． 応募書類 

以下の①、②の応募書類を提出すること。 

表４ 応募書類の内容 

書類 項目 記載内容  【必須項目※1：○ 任意項目※2：☆】 

①申請書 

（兼計画書） 

応募者情報 ○ 応募者名、企業情報 

○ 応募者のコンテナ貨物に係る年間取引件数又は年間取扱貨物量 

※共同事業体の場合は、共同事業体内での合計値でもよい 

☆ 共同事業体の構成員名、企業情報 

☆ 調整等が必要な関係者との調整状況 
Cyber Port

の利用目的 

○ 現状の物流手続における課題、Cyber Port を利用する目的  

☆ 港湾物流に係る手続効率化や商慣習改善への寄与が期待され

る内容 

実施内容 ○ Ⅰ．４．１の動作性検証・効果検証 

 Cyber Port と連携を予定する帳票名（帳票一覧は別紙２参照） 

 動作性検証の実施方法 

☆ Ⅰ．４．１の効果検証（時間削減効果の検証以外の提案がある場

合のみ） 

 効果検証事項と検証方法 

○ Ⅰ．４．２の運用可能性検証 

☆ Ⅰ．４．２効果検証に係る計測等の実施 

 効果検証事項と検証方法 

☆ Ⅰ．４．３ の先導的な取組の提案と実施・効果検証 

 提案内容の実施方法 

 効果検証事項と検証方法 

 実施する上で想定される課題 
計画スケジュ

ール 

○ 計画スケジュール 

 準備期間（物流業務システム改修等） 

 実施期間 

本事業後の

計画 

○ 本事業終了後の計画（Cyber Port の継続意向の有無） 

②概算見積

書 

費 用 負 担 を

求める事項 

○ 概算見積書 

 Cyber Port と物流業務システムとの API 連携に必要なシステム改

修費用 

 各種検証に必要な人件費 

 

※1  応募書類への記載が必須であり、未記載の場合は選定対象外となる項目 

※2  応募書類への記載は任意だが、選定時に評価対象となる項目 
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２． 提出 

 ２．１ 応募書類の受付期間 

令和３年３月１２日（金）～令和３年５月３１日（月）  17:00（必着）  

 

 ２．２ 応募書類の提出先  

応募書類は、電子メールにより提出すること。メール件名を「【Cyber Port 利用促進・運用効率

化実証事業】 応募書類の提出」と記載の上、連絡先（会社名（共同事業体の場合、代表者名）、

部署名、氏名、E メールアドレス、電話番号）を本文に明記し、応募書類の電子ファイルを添付す

ること。添付ファイルサイズを 10MB 以内に収めること。持参、郵送、ファクシミリによるものは受

け付けない。 

 

提出先：国土交通省港湾局計画課企画室    

E-mail： ｈqt-cyberport@mlit.go.jp  

 

なお、応募内容に不明点等がある場合、必要に応じて、応募者へのヒアリングを実施する場合 

がある。 

  

 ２．３ 応募にあたっての留意事項 

○ 応募書類の作成、提出に要する全ての費用は、応募者の負担とする。 

○ 物流業務システムの改修、本実証の実施は、参加者の責任で行うこと。本実証の実施に関して

発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）については、参加者がその費用を負担すること。 

○ なお、Cyber Port の概要及び連携に係る仕様については、Cyber Port のポータルサイトにおいて

公開しているため、応募書類の作成にあたって参照すること。 

 ポータルサイト URL：https://www.cyber-port.net 

 

３． web 説明会 

Cyber Port 及び公募要領に関する web 説明会を実施する。 

○ 開催形式 

Web 会議（Microsoft Teams） 

○ 開催日時 

令和３年４月 ８日（木） 第１回 13:00～15:00      

令和３年４月１３日（火） 第２回 13:00～15:00 

○ 説明内容 

 Cyber Port の概要、機能及び本事業に関する説明、質疑 

○ 参加可能人数 

・各回ともに、Microsoft Teams の仕様上、説明者含め最大 300 名まで 

・参加を希望する企業毎に５名まで 

○ web 説明会の申込 

Web 説明会の申込は、開催日の２営業日前の 17 時までに、以下 URL にアクセスし、必要事
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項を記入の上、申込すること。申込結果を踏まえ、開催日前日中に、teams の参加 URL をメール

にて案内する。 

申込 URL：  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AGK4J4t6pk-

HGmkLPpFanoyWO8ve7uNAjI9zdBB5WbFUMkpNWlE5VkpNSDg1WE1VU1lOWVhGRjNJWS4u  

 

４． 問い合わせ 

本事業に関し、問い合わせを随時受け付ける。質問の受付期間は、令和３年５月２４日（月）17:00

（応募締切日一週間前）までとする。電子メールの場合は、件名を「【Cyber Port 利用促進・運用効率

化実証事業】 問い合わせ」と記載の上、質問事項、連絡先（会社名（共同事業体の場合、代表者

名）、部署名、氏名、メールアドレス、電話番号）を本文に明記すること。質問事項と回答については、

メールで回答することを基本するが、後日、個別企業名は伏せた上でホームページ上で公開する。 

 

提出先：国土交通省港湾局計画課企画室 

E-mail： ｈqt-cyberport@mlit.go.jp 

 

５． 事前調整 

本事業への応募にあたり、Cyber Port と連携する帳票及び検証事項についての調整を、随時、個

別に受け付ける。事前調整の受付期間は、令和３年５月２４日（月）17:00（応募締切日一週間前）まで

とする。電子メールの場合は、件名を「【Cyber Port 利用促進・運用効率化実証事業】 事前調整」と

記載の上、事前調整の内容、連絡先（会社名、（共同事業体の場合、代表者名）、部署名、氏名、メー

ルアドレス、電話番号）を本文に明記すること。 

 

提出先：国土交通省港湾局計画課企画室 

E-mail： ｈqt-cyberport@mlit.go.jp 
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IV. 参加者の選定  

１． 評価の視点 

応募期間中に提出された応募内容に基づき、有識者等で構成される有識者委員会において、以

下の視点に基づき総合的に評価する。 

 

表５ 応募内容の評価の視点 

項目 評価の視点 【応募書類上の必須項目：○ 評価対象項目（任意）：☆】 

具体性 ○ 現状の物流手続における課題及び Cyber Port を利用する目的が具体的に記

載されていること 

○ Ⅰ．４．１の動作性検証の実施方法が具体的に提示されていること 

☆ Ⅰ．４．１・Ⅰ．４．２の効果検証事項と検証方法が具体的に提案されていること 

☆ Ⅰ．４．３の先導的な取組の提案について、課題の提示と改善提案内容及び

効果検証事項と検証方法が具体的に提示されていること 

実効性 ○ Cyber Port と物流業務システムとの API 連携により、業務の効率化が十分見

込まれること 

○ スケジュール設定が妥当であること 

☆ Cyber Port を利用した港湾物流手続を実施することについて、共同事業体を

編成している等、関係者間の合意がとれていること 

☆ 先導的な取組の提案について、関係者（ステークホルダー）間の合意がとれて

いること 

継続性 ○ Cyber Port を本事業後も継続利用する見込みがあること 

費用 ○ 概算事業費が妥当であること 

その他 ○ 検証する物流手続の項目が多い（Cyber Port と連携する帳票数が多い）こと 

☆ 共同事業体に参加する企業数が多いこと 

 

２． 選定方法と結果の通知 

有識者委員会による応募内容の評価を踏まえ、国土交通省港湾局が参加者を選定する。選定結

果は、各応募者に対し、メールにより連絡する。 
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V. その他 

１． 選定後から検証までの流れ 

○ 選定された参加者は、Cyber Port の利用申請を行うとともに、事業主体との間で実証の実施方法

や物流業務システムの改修内容等を個別に調整し、物流業務システムの改修費用の詳細見積

書を作成の上、実施主体との間で契約を締結する。その後、物流業務システムを改修した上で、

本実証を実施する。 

○ 事業主体が検証を実施するため、参加者は必要な情報提供に協力するとともに、検証の結果判

明した課題及び改善策を報告するものとする。また、検証のため、別途アンケート調査やヒアリン

グ調査の協力を依頼する可能性がある。 

 

２． 情報の取り扱い等 

○ 選定された参加者名は、国土交通省 HP 等において公表することを予定している。 

○ 選定の理由については、原則公開しない。 

○ 本事業で得られた結果等については、港湾の電子化（サイバーポート）推進委員会やサイバー

ポート推進 WG（港湾物流）において報告することを予定している。 

○ 本事業について広く一般に紹介するため、本事業で得られた結果等については、個別企業名は

伏せた上で、国土交通省 HP、ポータルサイト、パンフレット等で紹介する可能性がある。 

○ 上記の情報開示に際し、応募書類に記載された内容等のうち、参加者の財産上の利益、競争上

の地位等を不当に害するおそれがある部分については、参加者の申し出を踏まえ、非公開とす

ることがある。 

○ 選定されなかった応募者の応募書類に記載された内容等については、原則公開しない。 

 

３． 契約の条件 

○ 本業務は、翌年度にわたる債務負担（以下「翌債」という）の承認申請中であり、翌債の承認がお

りることを契約の条件とする。 
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別紙１ 応募者となりうる国際海上コンテナ物流業務に携わる民間事業者 

  
Cyber Port

における 

事業種別 

応募者となりうる国際海上コンテナ物流業務に携わる民間事業者 

外航船社 船舶運航事業者（海上運送法（昭和 24 年法律第 187 号）第２条第２項に規定する船舶運航事業を営

む者 

船舶貸渡業者（海上運送法第２条第７項に規定する船舶貸渡業を営む者をいう。） 

海運仲立業者（海上運送法第２条第８項に規定する海運仲立業を営む者をいう。） 

内航船社 内航海運業者（内航海運業法（昭和 27 年法律第 151 号）第２条第２項に規定する内航海運業を営む

者をいう。） 

船舶代理店 海運代理店業者（海上運送法第２条第９項に規定する海運代理店業を営む者をいう。） 

陸運業者 貨物自動車運送事業者（貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号）第２条第１項に規定する貨

物自動車運送事業を営む者をいう。） 

ターミナル 

オペレータ 

港湾運送事業者（港湾運送事業法（昭和 26 年法律第 161 号）第２条第２項に規定する港湾運送事業

及び同条第４項に規定する港湾以外の港湾において行われる当該事業に相当する事業を営む者を

いう。） 

港湾運送事業者を含む複数の者の出資により設立され、コンテナターミナル運営を行う者 

コンテナタ―ミナルを借り受けている者 

上記のいずれかと同等であると事業主体が認める者 

海貨業者 港湾運送事業者（港湾運送事業法（昭和 26 年法律第 161 号）第２条第２項に規定する港湾運送事業

及び同条第４項に規定する港湾以外の港湾において行われる当該事業に相当する事業を営む者を

いう。） 

倉庫業者 倉庫業者（倉庫業法（昭和 31 年法律第 121 号）第２条第２項に規定する倉庫業を営む者をいう。） 

通関業者 通関業者（通関業法（昭和 42 年法律第 122 号）第２条第３号に規定する通関業者をいう。） 

NVOCC 貨物利用運送事業者（貨物利用運送事業法（平成元年法律第 82 号）第２条第６項に規定する貨物利

用運送事業を営む者をいう。） フォワーダ 

荷主 荷主（自らの事業に関する貨物の輸送について契約等により輸送の方法等を実質的に決定している

者であり、貨物を引き渡す輸出人又は貨物を受け取る輸入人をいう。） 

届出荷送人 届出荷送人（特殊貨物を収納する海上コンテナの質量の確定方法等を定める告示（平成 28 年国土

交通省告示第 720 号）第６条第３項（危険物を収納する海上コンテナの質量の確定方法等を定める

告示（平成 28 年国土交通省告示第 721 号）第５条の規定により準用する場合を含む。）に規定する

荷送人等をいう。） 

登録確定事

業者 

登録確定事業者（特殊貨物を収納する海上コンテナの質量の確定方法等を定める告示第２条第２項

（危険物を収納する海上コンテナの質量の確定方法等を定める告示第１条の規定により準用する場

合を含む。）に規定する登録確定事業者をいう。） 
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別紙２ Cyber Port で取り扱う帳票一覧 
 
【輸出】                             【輸入】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

令和３年  月  日 

 

 

国土交通省港湾局  

「Cyber Port 利用促進・運用効率化実証事業」担当者 御中 

 

氏名 〇〇 〇〇  

 

Cyber Port 利用促進・運用効率化実証事業 応募書類 

 

Cyber Port 利用促進・運用効率化実証事業について、下記の通り関係資料を添えて応募

いたします。 

 

記 

 

１． 申請書（兼計画書） 

 

２． 概算見積書 



申請書（兼計画書） 

 1

応募書類共通事項 

※必須項目：記載が必須であり、未記載の場合は選定対象外となる項目 

※任意項目：記載は任意だが、選定時に評価対象となる項目 

【応募者情報】 

※共同事業体での応募の場合は構成する全ての事業者の情報を記載してください（必要に応

じて、表を追加してください）。 

 

○ 【必須】応募者（共同事業体の代表者） 

名称  

本社所在地  

設立  

資本金  

従業員  

事業内容  

ホームページ  

コンテナ貨物に係る年間取引

件数又は年間取扱貨物量※ 

 

 ※共同事業体の場合は、共同事業体内での合計値でもよい 

 

○ 【任意】共同事業体の構成員① 

名称  

本社所在地  

設立  

資本金  

従業員  

事業内容  

ホームページ  

コンテナ貨物に係る年間取引

件数又は年間取扱貨物量※ 
※共同事業体の場合は、共同

事業体内の合計値でもよい 

 

  



申請書（兼計画書） 

 2

○ 【任意】共同事業体の構成員② 

名称  

本社所在地  

設立  

資本金  

従業員  

事業内容  

ホームページ  

コンテナ貨物に係る年間取引

件数又は年間取扱貨物量※ 

※共同事業体の場合は、共同

事業体内の合計値でもよい 

 

 

○ 【任意】調整等が必要な関係者との調整状況 

 

  

〇本事業を行うにあたり、調整等が必要な関係者（共同事業体の構成員）

について、調整内容と調整状況を具体的に記載してください。（調整が

継続している場合に、調整内容と調整状況を記載してください。） 

 



申請書（兼計画書） 
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【Cyber Port の利用目的】 

※以降、必要に応じてページを増やして下さい。 

 

○ 【必須】現状の物流手続における課題、Cyber Port を利用する目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 【任意】港湾物流に係る手続効率化や商慣習改善への寄与が期待される内容 

 

 

 

 

 

 

 

  

○応募者（共同事業体）が現状の物流手続において抱える課題及び

Cyber Port を利用する目的について具体的に記載してください。 

（例：〇〇業務において通常〇〇書類を PDF をメール添付で受け取り、

自社システムに手入力で打ち込む作業に概ね１件あたり〇分要し手間

となっている。そのため、取引先の荷主との間で〇〇（帳票名）をＣｙｂｅ

ｒ Ｐｏｒｔを介してデータ連携し、手入力の時間を削減することを目的とし

ている。） 

○Cyber Port の導入を契機として、港湾物流に係る手続効率化や商慣

習改善への寄与が期待される内容について具体的に記載してくださ

い。 



申請書（兼計画書） 
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【実施内容】 

○ 【必須】手続パターン毎に関係者間でデータ連携した際の動作性検証・効果検証（時

間削減効果の検証） （公募要領Ⅰ．４．１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○以下の項目について、具体的に記載してください。 

 ・Cyber Port と連携を予定する帳票コード・帳票名称 

 （すべて記載。帳票コード・帳票名称は公募要領別紙２を参照） 

  （例： ＵＬ100 商業送り状（Ｉ／Ｖ）  

ＵＬ110 仮送り状 

ＵＬ120 パッキングリスト（Ｐ／Ｌ）  ） 

 ・動作性検証の実施方法（手続パターン毎に、どの事業者と、どの帳票

に係る動作性検証をするか（○○の手続において、○○社と○○、○

○の帳票に関するデータ連携の動作性を検証する）） 等 



申請書（兼計画書） 
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○ 【任意】手続パターン毎に関係者間でデータ連携した際の効果検証（時間削減効果

の検証以外の提案） （公募要領Ⅰ．４．１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○以下の項目について、具体的に記載してください。 

 ・時間削減効果の検証”以外”で効果検証する内容・観点（手続パター

ン毎に、どの事業者と、どの帳票について、どのような観点で効果検証

をするか） 

・効果検証の実施手順 等 



申請書（兼計画書） 
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○ 【必須】Cyber Port を実務環境で利用した際の運用可能性検証 （公募要領Ⅰ．４．

２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○以下の項目について、具体的に記載してください。 

 ・Cyber Port を実務環境で利用する際、運用可能性を検証する内容（手

続パターン毎に、どの事業者と、どの帳票に関するデータ連携の運用

可能性を検証するか（○○の手続において、○○社と○○、○○の帳

票に関するデータ連携を実務環境において検証する） 等） 

 

 



申請書（兼計画書） 
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○ 【任意】Cyber Port を実務環境で利用した際の効果検証 （公募要領Ⅰ．４．２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○以下の項目について、具体的に記載してください。 

 ・Cyber Port を実務環境で利用した際に行う効果検証の内容・観点 

（手続パターン毎に、どの事業者と、どの帳票について、どのような観

点で効果検証をするか） 



申請書（兼計画書） 
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○ 【任意】港湾物流に係る手続効率化や商慣習改善などの先導的な取組の提案と実

施・効果検証（公募要領Ⅰ．４．３）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○以下の項目について、具体的に記載してください。 

 （「【Cyber Port の利用目的】 港湾物流に係る手続効率化や商慣習改

善への寄与が期待される内容」 に記載した内容ついて） 

・提案内容の実施方法（手続パターン毎に、どの事業者と、どの帳票に

ついて実施するか） 

・効果検証する内容・観点（どのような観点で効果検証をするか） 

・効果検証の実施手順 

・実施する上で想定される課題 等 



申請書（兼計画書） 
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○ 【必須】計画スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 【必須】本事業後の計画 

 

 

 

 

 

 

  

〇計画するスケジュール（準備期間（物流業務システム改修等）と実証の

実施期間）について、表を挿入するなどして、具体的に記載してくださ

い。 (以下、記載例) 

 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 
計画準

備 
        

システ

ム改修 
        

動作性

検証・

効果検

証 

        

・・・         

 

〇本事業終了後における、Cyber Port の利用意向について、記載してく

ださい。 

 



申請書（兼計画書） 
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○ 【必須】概算見積書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計額（税込み）：            （円） 

 

〇以下の事項を記載した概算見積書を、申請書に添付するとともに、合

計額のみ、以下に記載してください。 

 ・Cyber Port と物流業務システムとの API 連携に必要なシステム改修

費用（要件定義、設計、開発、テスト等を項目毎に記載） 

・各種検証の実施に必要な人件費（人工を記載） 

○共同事業体の場合は、代表者及び構成員それぞれの概算見積書を、

申請書に添付するとともに、代表者及び構成員の見積の合計額のみ、

以下に記載してください。 


